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諮問日：平成２８年１月２６日（平成２７年度（最情）諮問第１７号） 

答申日：平成２８年３月２３日（平成２７年度（最情）答申第１０号） 

件 名：下級裁判所裁判官指名諮問委員会における年度ごとの重点審議者の数が分

かる文書の不開示判断（不存在）に関する件 

答   申   書 

第１ 委員会の結論 

   「下級裁判所裁判官指名諮問委員会における，年度ごとの重点審議者の数が

分かる文書（平成１５年度以降の分）」（以下「本件開示申出文書」という。）

の開示の申出に対し，最高裁判所事務総長が，本件開示申出文書は存在しない

として不開示とした判断（以下「原判断」という。）は，妥当である。 

第２ 事案の概要 

   本件は，苦情申出人からの本件開示申出文書についての裁判所の保有する司

法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱（以下「取扱要綱」という。）記第

２に定める開示の申出に対し，最高裁判所事務総長が平成２７年１２月２８日

付けで原判断を行ったところ，取扱要綱記第１１の１に定める苦情が申し出ら

れ，取扱要綱記第１１の４に定める諮問がされたものである。 

第３ 苦情申出人の主張の要旨 

   本件開示申出文書が本当に存在しないか不明である。 

第４ 最高裁判所事務総長の説明の要旨 

   最高裁判所事務総長の説明は，理由説明書によれば，以下のとおりである。 

 １ 最高裁判所の考え方 

   原判断においては，本件開示申出文書は存在しないとして不開示としたが，

当該判断は妥当である。 

 ２ 理由 

下級裁判所裁判官指名諮問委員会は，下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則

により設置される委員会であり，法曹三者及び学識経験者によって構成され，
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最高裁判所の諮問に応じて，下級裁判所の裁判官の指名の適否について審議し，

その結果を答申する。同委員会には，多数の指名候補者について諮問がされる

場合があり，そのような場合には，実質的な審議を行うため，各諮問に応じて，

同委員会においてまず指名の適否について慎重な判断を要する者を振り分け，

その者を対象に重点的に審議することとされている。このようにして振り分け

られた者が重点審議者である。 

   このように，重点審議者は，多数の指名候補者を実質的に審議するために各

諮問に応じて決められているものであって，指名の適否についての判断がされ

れば，その目的を達することから，年度ごとに重点審議者数を集計する必要は

ないため，申出に係る文書は作成していない。 

第５ 調査審議の経過 

   当委員会は，本件諮問について，以下のとおり調査審議を行った。 

  ① 平成２８年１月２６日  諮問の受理 

  ② 同日          最高裁判所事務総長から理由説明書を収受 

  ③ 同年２月２２日     審議 

  ④ 同年３月７日      審議 

  ⑤ 同月２２日       審議 

第６ 委員会の判断の理由 

 １ 本件開示申出文書は，下級裁判所裁判官指名諮問委員会における年度ごとの

重点審議者の数に係る文書である。 

ところで，下級裁判所裁判官指名諮問委員会は，下級裁判所裁判官指名諮問

委員会規則（平成１５年２月２６日最高裁判所規則第６号）に基づき設置され，

裁判官，検察官，弁護士及び学識経験のある者のうちから最高裁判所が任命し

た１１人の委員で組織される委員会（同規則５条，６条）であり，最高裁判所

の諮問に応じて，下級裁判所裁判官として任命されるべき者を裁判所法４０条

１項の規定により指名することの適否その他同項の規定による指名に関する事
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項を審議すること等の事務をつかさどるものである（同規則２条）。最高裁判

所事務総長の説明によれば，重点審議者とは，同委員会において実質的な審議

を行うため，多数の指名候補者の中から，指名の適否について慎重な判断を要

する者として振り分けられたものであるところ，同委員会における審議が，上

記のとおり，最高裁判所の諮問に応じて，下級裁判所裁判官として任命される

べき者を指名することの適否等についてされるものであることからすると，重

点審議者は，各諮問に応じ，審議対象となった者の中から，個別具体的な事情

により振り分けられるものであり，その数を調整する必要があるとは認められ

ない。また，上記の説明を前提にすると，下級裁判所裁判官指名諮問委員会に

おいて各重点審議者に係る指名の適否についての審議が終了すれば，当該諮問

に係る審議対象者のうち何人が重点審議者に振り分けられたかという情報は，

同委員会においても，また，その庶務を処理する最高裁判所事務総局総務局に

おいても，その後の事務を遂行する上で必要なものではなくなるというのが合

理的である。 

以上を総合すると，諮問ごとの重点審議者の数という情報をその後の事務処

理上保有する必要性は認められず，したがって，年度ごとの重点審議者の数を

集計した文書を保有すべき事情も認められない。 

そうすると，本件開示申出文書を作成していないとする最高裁判所事務総長

の説明は合理的であり，最高裁判所においてこれを保有しているとは認められ

ない。 

 ２ 以上のとおりであるから，本件開示申出文書は存在しないとして不開示とし

た原判断については，最高裁判所においてこれを保有していないと認められる

ので，妥当であると判断した。 

          情報公開・個人情報保護審査委員会 

 

              委 員 長    髙  橋     滋 
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              委   員    久  保     潔 

 

              委   員    門  口  正  人 

 


